






















11 解体工事に要する費用等　別紙3のとおり（注）

（注） 工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）

第９条第１項に規定する対象建設工事の場合に限る。

12 　特約事項

（1） 請負代金は近畿中国森林管理局で支払うものとする。

（2）提案された技術提案(不採用項目は除く)について、受注者は履行するものとする。

（3） 前金払は、令和7年度財務大臣との協議が整った後に行うこととし、発注者の指示する割合の額とする。

　本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を保有する。

発注者 （住所） 石川県金沢市朝霧台2丁目21番地

  分任支出負担行為担当官

（氏名） 石川森林管理署長　川﨑　秀親 印

受注者 （住所）

（氏名） 印

[注]　受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、

共同企業体の名称及び共同企業体の代表者並びにその他の構成員の住所及び氏名を記入

する。

令和 7年 1月29日に交付した国有林野事業工事請負契約約款によって、公正な請負契約を締結し、信

義に従って誠実にこれを履行するものとする。

記載の工事を共同連帯して請け負う。

　また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は別紙の共同企業体協定書により契約書

　上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び
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